
対象 単　価 対　象 単　価

○ 29,000円/病床 〇 －

○ 360,000円/施設 〇 －

○ 92,000円/施設 × －

〇 46,000円/施設 × －

○ 46,000円/施設 × －

訪問介護 ○ ×

訪問入浴介護 ○ ×

訪問看護 △ × ○

訪問リハビリテーション × × ○

居宅療養管理指導 × × ○

福祉用具貸与・特定福祉用具販売 ○ ×

居宅介護支援 ○ ×

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○ ×

夜間対応型訪問介護 ○ ×

通所介護 ○ ○

通所リハビリテーション × × ○

地域密着型通所介護 ○ ○

認知症対応型通所介護 ○ ○

短期入所生活介護 ○ Ａ

短期入所療養介護 × × ○

特定施設入居者生活介護 ○ △

小規模多機能型居宅介護 ○ ○

認知症対応型共同生活介護 ○ ○

地域密着型特定施設入居者生活介護 ○ △

看護小規模多機能型居宅介護 ○ ○

介護老人福祉施設 ○ Ａ

介護老人保健施設 ○ Ａ

介護医療院 ○ Ａ

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ○ Ａ

軽費老人ホーム（Ａ・Ｂ）・ケアハウス ○ Ａ

養護老人ホーム ○ Ａ

有料老人ホーム × ×

サービス付き高齢者向け住宅 × ×

薬局、訪問看護事業所、助産所 ※公立含む

6,000円

（定員あたり）

18,000円

（定員あたり）
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△→母体が有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け

住宅の場合のみ対象
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△→母体が有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け

住宅の場合のみ対象

52,000円

（事業所あたり）

【対象サービス】

○道内の指定介護保険サービス等事業所、軽費老人ホーム、ケアハウス、

　養護老人ホーム

【対象外サービス】

○短期入所生活介護の空床利用分

○有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅

　※特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合、特定施設分は対象

○みなし指定（又はみなし指定対象サービス）、介護予防、総合事業

○市町村設置者（指定管理の場合も含む）の指定介護サービス事業所

○地域包括支援センター

【その他】

〇左表「Ａ」：「介護施設等に対するサービス継続支援事業」の補助金で別途対応

○病院、診療所又は薬局が設置者の訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、通所リハ

　については、医療機関の支援金で対応

【参考】

※一部対象（社福法人等が設置者の場合）

※病院、診療所が設置者又は老健、介護医療院のみなし指定対象サービスのため対象外

※貸与と販売事業所は１つの事業所として扱う

※病院、診療所が設置者又は老健、介護医療院のみなし指定対象サービスのため対象外

※併設型・単独型は対象（空床利用型は対象外）

※病院、診療所が設置者又は老健、介護医療院のみなし指定対象サービスのため対象外

12,000円

（定員あたり）

21,000円

（定員あたり）

○病院及び有床診療所の病床数は、令和８年１月１日現在の「許可病床数」とする。

○令和８年１月１日現在の北海道厚生局が公表している「コード内容別医療機関一覧表（医科・歯科・

　薬局）」及び「コード内容別訪問看護事業所」において休止とされている医療機関ついては支給対象外

　とする。

〇施術所は、令和８年１月１日現在において北海道厚生局に「療養費の受領委任の取扱いに係る申出」

　又は「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」を届け出ていること。

医

療

医療・介護・障がい施設等物価高騰及び食材料費支援金の対象施設

病院

有床診療所(医・歯)

無床診療所(医・歯)

施術所

みなし

有無
基　　本　　的　　な　　考　　え　　方

※公立含む

※公立含む

※公立含む

備　　考サービス種別等

※公立含む

物価高騰（光熱費） 食材料費

20,000円/病床

開設者 「みなし指定」となるサービス

病院又は診療所

訪問看護、介護予防訪問看護

訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

（療養病床を有する病院・診療所に限る）

薬局 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

介護老人保健施設

介護医療院

訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

（療養病床を有する病院、診療所に限る）



対象 単　価 対　象 単　価

医療・介護・障がい施設等物価高騰及び食材料費支援金の対象施設

みなし

有無
基　　本　　的　　な　　考　　え　　方備　　考サービス種別等

物価高騰（光熱費） 食材料費

居宅介護 〇 ×

重度訪問介護 〇 ×

同行援護 〇 ×

行動援護 〇 ×

重度障害者等包括支援 〇 ×

保育所等訪問支援 〇 ×

居宅訪問型児童発達支援 〇 ×

地域移行支援 〇 ×

地域定着支援 〇 ×

計画相談支援 〇 ×

就労定着支援 〇 ×

自立生活援助 〇 ×

障害児相談支援 〇 ×

生活介護 〇 〇

自立訓練（機能訓練） 〇 〇

自立訓練（生活訓練） 〇 〇

就労移行支援 〇 〇

就労継続支援A型 〇 〇

就労継続支援B型 〇 〇

児童発達支援 〇 〇

医療型児童発達支援 〇 〇

放課後等デイサービス 〇 〇

障害者支援施設 ○ ○

福祉型障害児入所施設 〇 〇

医療型障害児入所施設 × ×

療養介護 × ×

短期入所 △ △

共同生活援助 〇 〇

※空床利用型は対象外

※サテライト型の定員も含む

居宅（訪問・相談系）サービス

日中活動系（通所）サービス

6,000円

（定員当たり）

入所・居住系サービス

18,000円

（定員当たり）

※医療機関分で対応

※医療機関分で対応

※宿泊型自立訓練を含む

21,000円

（定員当たり）

52,000円

（事業所当たり）

12,000円

（定員当たり）

＜居宅（訪問・相談系サービス）について＞

○同一住所内で複数のサービスを行う場合は、１つの事業所として扱う。障がい児向け施設等と

　障がい者向け施設等を同一住所で行っている場合は、便宜上、障がい者向け施設等を対象とする。

（例：居宅介護、重度訪問介護の２つのサービスを行う事業所は、１事業所としてカウントする。）

○同一住所内で介護サービスと障害福祉サービスの指定を受けている場合は１つの事業所として扱い、

　介護分の支援金で対応する。

（例：居宅介護の障害福祉サービスに加え、訪問介護の介護サービスの指定を受けている場合。）

※「同一住所」の考え方について・・・各事業所が指定権者へ届け出た際の住所を利用しています。その

ため、同じ建物で階数が違う等の場合も、届け出た住所が同じであれば、同一住所となります。

なお、対象外となった事業所分の申請書類は届きませんので、ご自身の事業所が対象か確認したい場合

は、まずは、ご自身の法人へお問い合わせください。

＜日中系活動系（通所）サービス＞

○多機能型事業所については、１つの事業所として扱い、定員数は全多機能型サービスの定員数の合計

　とする（障がい児と障がい者が混在する多機能型の場合、便宜上、障がい者に定員数を合計する）。

○多機能型児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて従業者の員数等に関する特例を利用し、定員の

区分なく2つの事業を通じて定員を設定している場合（利用者数の特例）は、合計せずにいずれかのサー

ビスを1件残し、残り1件は対象外となります。

○障害者支援施設が行う日中活動系サービス（事業所番号が同一のもの）は対象外とする。

○介護サービスとの共生型サービス事業所は、介護分の支援金で対応するため、対象外とする。
※児童発達支援センター含む

障

が

い

＜入所・居住系サービスについて＞

○医療型障害児入所施設及び療養介護については医療機関の支援金で申請とする。

○短期入所は空床利用型のみは対象外とし、併設型、単独型を対象とする。

〇併設型の短期入所の場合は、併設先と合わせて１つの施設として扱い、定員数は合計とする。

○介護サービスとの共生型サービス事業所は、介護分の支援金で対応するため、対象外とする。


